
事 務 連 絡

平 成 2 5 年 ８ 月 2 8 日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課

在宅医療における患者紹介等の報告様式について

少子高齢化が進む中、多くの保険医療機関においては、在宅医療の推進にご

尽力いただいているところです。一方で、在宅医療を行う保険医療機関が、在

宅医療を要すると考えられる者が多く入居する集合住宅等を所有又は管理して

いる民間事業者及び当該事業者と特定の関係のある事業者との間で、患者の紹

介に係る有償契約を結び、当該事業者から集中的に患者の紹介を受けている等

の事案については、患者が保険医療機関を選択できないこと、過剰な診療を行

うこと等につながる場合もあるため、健康保険法等の趣旨からみて不適切と考

えています。そのため、このような事例を把握した場合には、「在宅医療にお

ける患者紹介等について」（平成23年2月15日付け事務連絡）により、当課企画

法令第一係までご連絡いただくこととしているところです。

今般、当該事案の報告様式を作成しましたので、在宅医療において患者紹介

等が行われ、患者の選択を制限するおそれがあると考えられる事案、又は過剰

な診療を惹起するおそれがあると考えられる事案を把握されました場合には、

別添様式により、当課企画法令第一係までご連絡いただくとともに、本事務連

絡の内容の保険医療機関、管下市町村、関係機関、関係団体等へのご周知をお

願いします。また、都道府県の介護担当部局にも協力を依頼しており、都道府

県の介護担当部局において、当該事案を把握した場合には、地方厚生（支）局

に報告することとなっておりますので、十分に連携いただくようお願いいたし

ます。

なお、本事務連絡については、日本医師会、日本歯科医師会及び日本薬剤師

会にも送付済みであることを念のため申し添えます。







事 務 連 絡

平 成 2 3年 ２ 月 1 5日

地方厚生（支）局医療課 御中

厚生労働省保険局医療課

在宅医療における患者紹介等について

最近、在宅医療を行う保険医療機関が、在宅医療を要すると考え

られる者が多く入居する集合住宅等を所有又は管理している民間事

業者及び当該事業者と特定の関係のある事業者との間で、患者の紹

介に係る有償契約を結び、当該事業者から集中的に患者の紹介を受

けているとの情報が寄せられているところです。

こうした行為については、患者が保険医療機関を選択する際に、

当該事業者により一定の制限が行われるおそれがあり、また、不必

要な往診を行う等の過剰な診療を惹起する原因となる可能性がある

こと等から、望ましくない場合があると考えております。

各地方厚生(支)局におかれましては、患者の選択を制限するおそ

れがあると考えられる事案、又は過剰な診療を惹起するおそれがあ

ると考えられる事案を把握されました場合には本省医療課企画法令

第一係までご連絡いただくとともに、本事務連絡の内容を保険医療

機関へ周知する等の対応をよろしくお願いいたします。

なお、本事務連絡については、(社)日本医師会、(社)日本歯科医

師会及び(社)日本薬剤師会にも送付済であることを念のため申し添

えます。

（写）


